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ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
お
知
ら
せ

平
成
15
年
３
月
の
函
館
公
共
職
業

安
定
所
職
員
の
北
桧
山
職
業
相
談
室

派
遣
日
は
、
次
の
と
お
り
と
な
り
ま

す
。北

檜
山
職
業
相
談
室
で
の
雇
用
保

険
受
給
手
続
き
に
つ
い
て
は
職
員
派

遣
日
に
職
員
が
取
扱
い
を
し
ま
す

が
、
職
員
の
派
遣
日
以
外
は
八
雲
出

張
所
で
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
お
仕
事
に
関
す
る
ご
相
談

を
派
遣
日
以
外
で
も
随
時
行
っ
て
お

り
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時

¡
３
月
５
日
（
水
）
午
後
１
時
〜
午
後
５
時

¡
３
月
６
日
（
木
）
午
前
９
時
〜
正
午

北
桧
山
職
業
相
談
室

fl
０
１
３
７
８
・
４
・
５
７
２
４

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館

fl
０
１
３
８
・
２
６
・
０
７
３
５

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

fl
０
１
３
７
６
・
２
・
２
５
０
９

申
告
書
は
自
分
で
書
い
て

お
早
め
に

平
成
14
年
分
の
所
得
税
（
住
民
税

及
び
個
人
事
業
税
）
の
確
定
申
告
の

受
付
が
２
月
17
日
（
月
）
か
ら
始
ま

り
ま
す
。

申
告
書
に
ご
記
入
い
た
だ
い
た
文

字
や
数
字
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が

直
接
読
み
取
り
ま
す
の
で
、「
確
定

申
告
の
手
引
き
」
を
参
考
に
て
い
ね

い
に
ご
記
入
い
た
だ
く
よ
う
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
税
務
署
の
申
告
相
談
会
場

に
お
越
し
の
際
に
は
、
印
鑑
、
前
年

の
確
定
申
告
書
な
ど
の
「
控
」、
使

い
慣
れ
た
「
計
算
器
具
」
や
「
筆
記

具
」
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

八
雲
税
務
署

fl
０
１
３
７
６
・
３
・
２
１
４
８

役
場
財
政
税
務
課fl

７
・
３
３
１
１

技
能
講
習
会
（
再
教
育
）

受
講
者
の
募
集

建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
江
差

分
会
で
は
、
有
資
格
者
の
充
足
を
図

る
た
め
次
の
と
お
り
技
能
講
習
会
を

開
催
し
ま
す
。

こ
の
再
教
育
講
習
は
、
技
能
講
習

（
ま
た
は
再
教
育
講
習
）
終
了
後
、

お
お
む
ね
５
年
以
内
毎
に
こ
の
教
育

講
習
を
受
講
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
方
に

は
こ
の
機
会
に
も
れ
な
く
受
講
す
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、次
の
３
講
習
と
も
会
場
は
、

ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
え
さ
し
（
江
差
町
字

新
地
町
）
で
、
定
員
は
各
々
100
名
、

講
習
の
申
込
期
限
は
２
月
19
日（
水
）

ま
で
（
定
員
に
な
り
し
だ
い
し
め
切

り
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

足
場
の
組
立
作
業
主
任
者
能
力
向

上
（
定
期
）
教
育
講
習

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

●日本全国のハローワークの求人情報を一発検索!!●

ハローワークインターネットサービス全国版　http://www.hellowprk.go.jp

昨年12月、①無登録農薬の製造・輸入の禁止、②無登録農薬の使用規制
の創設、③無登録農薬の使用規制の創設法律違反の規則制度強化などを柱
とする農薬取締役法の改正が行われました。

この法律は、本年３月11日から施行されますが、農業者のみならず、一般
の方が家庭菜園などで使用する農薬についても規制の対象となり、例えば
無登録農薬を使用した場合には３年以下、100万円以下の罰金が科される
ことになりますのでご注意ください。

無登録農薬は、専門の産業廃棄物処理業者の処理が必要となるため、ＪＡ
瀬棚支店に対する委任を行い、処理業務を代行してもらうことができます。

受入日程は、２月18日～19日で生産資材課で行いますのでお問い合せく
ださい。なお、処理料は排出者負担となります。

新函館農協瀬棚支店生産資材課 fl7-2501 役場農林水産課 fl7-3311

たしまれさ正改が法締取薬農

広報「せたな」へ
お便りください！

匿名を希望する場合、必ずその旨を明記してく
ださい。名前の記載がない場合は回答、コメン
トを差し控えさせていただく場合がありますの
で、名前と連絡先は必ず明記してください。
（質問の内容について不明な点などを確認できな
いと、回答できないことがあるため）

町に対するご意見やご要望のほか、掲示板へ

のリサイクル情報、耳より情報など、何でも

お気軽にお寄せください。

－ 総務町民課文書広報係　－

ご意見・ご要望・リサイクル情報・耳より情報

などを誌面（談話室海猫）でご紹介します！

一緒にお配りした専用封筒をご利用ください
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11｜KOHO SETANA

¡
２
月
26
日
（
水
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

¡
受
講
料
　
８
千
600
円

車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運

搬
・
積
込
用
及
び
掘
削
用
）
運
転

業
務
従
事
者
衛
生
教
育
講
習

¡
２
月
27
日
（
木
）
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

¡
受
講
料
　
８
千
130
円

玉
掛
業
務
従
事
者
安
全
衛
生
教
育

講
習

¡
２
月
28
日
（
金
）
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

¡
受
講
料
　
８
千
円

同
分
会
（
檜
山
建
設
協
会
内
）

fl
０
１
３
９
５
・
２
・
１
８
１
３

こ
う
な
り
ま
す

預
金
保
険
制
度

●
当
座
預
金
、
普
通
預
金
、
別
段

預
金
は
平
成
17
年
３
月
末
ま
で
引

き
続
き
全
額
保
護
さ
れ
ま
す
。

定
期
預
金
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
と
同
様
に
、
元
本
１
千
万
円

ま
で
と
そ
の
利
息
な
ど
が
保
護
さ
れ

ま
す
。

そ
れ
を
超
え
る
部
分
は
、
破
た
ん

金
融
機
関
の
財
産
に
応
じ
て
支
払
わ

れ
ま
す
。（
一
部
カ
ッ
ト
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
）

平
成
17
年
４
月
以
降
は
、
当
座
預

金
な
ど
の
利
息
の
つ
か
な
い
預
金
が

全
額
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

預
金
保
険
制
度
、
農
漁
協
系

統
貯
金
保
険
制
度
と
も
に
同
様
の
取

扱
い
が
な
さ
れ
ま
す
。

く
わ
し
く
は
金
融
機
関
の
窓
口
ま

た
は
、
預
金
保
険
機
構
、
農
林
水
産

業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
北
海

道
財
務
局
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ

い
。

北
海
道
財
務
局

fl
０
１
１
・
７
０
９
・
２
３
１
１

問
合
せ

問
合
せ

○福士　　恩
おん

くん

福士圭二さん・裕子さん/島歌3区

○西田　知輝
ともき

くん

西田克則さん・直子さん/元浦1区

○清原　文雄さん（88）西大里2区

○荒戸幸三郎さん（85）本町4区

○中村正五郎さん（79）本町10区

○紺谷　まささん（83）本町9区

（11月15日から1月14日まで届出）

おくやみ申し上げます

お誕生おめでとう

1月末現在（前月比）

人　口　2,797人（＋1）
男　　1,338人（＋1）
女　　1,459人（＋0）
世　帯　1,154世帯（－4）

人口と世帯

総務町民課戸籍年金係からのお知らせ 担当/浜登幸恵

年金を受けるために必要な期間は？
最近、年金を受けるために必要な期間と内容について、皆さんから質問をいただくことが
多いので、今月は「年金を受けるために必要な期間」についてお知らせします。

年金を受けるためには、次の期間を合計して25年以上あることが必要です！

①国民年金保険料を納めた期間

②国民年金保険料の免除期間

③厚生年金や共済組合に加入していた会社員・公務員の期間

④第3号被保険者の期間（③に扶養されていた配偶者期間）

⑤合算対象期間（カラ期間）

※カラ期間とは…例えば昭和36年4月から昭和61年3月までの結婚している間に、夫（妻）が厚生年金や
共済年金に加入していて、自分は何の年金にも加入していなかった期間などのことをいいます。この
期間は、25年に満たない方の期間に計算されますが、年金額を計算する時には含まれません。

年金に関することでお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
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●犬や猫などの飼育管理についてのお願い！
最近、犬や猫の放し飼いによる苦情が大変多いです。飼い主は次のことに心がけ、他人に迷惑をかけないようご協力をお願いし
ます。 q捨て犬、捨て猫はしない！　w野良犬、野良猫にエサを与えない！　eみだりに繁殖しないよう不妊処置を！

平成14年分の所得申告の受付が2月17日より始

まります。各地区における日程及び会場については、

先日全戸配布したチラシをご覧ください。なお、各会

場では毎年同様に血圧測定・尿検査・血液検査などを

実施しておりますので、お気軽にご利用ください。

申告に関するお問い合せは

財政税務課税務係へ
fl7-3311
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